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第 26期 事 業 報 告 書 
 

自 平成25年４月１日 

至 平成26年３月31日 

 

１ 会社の現況に関する事項 

 
(1) 事業の経過及びその成果 

① 我が国経済は内需拡大等による回復傾向が持続しており、中堅・中小企業にもベー

スアップの兆しがあります。消費税増税を前に、平成25年度末近くには、自動車や家

電などの耐久財を中心に駆け込み需要も見られました。 

こうした中、円安による原材料価格の高騰など不安要素はあるものの、景況感の改

善に呼応して、都内のオフィス需要も堅調です。ただ、再開発の進展により都心部に

大量のオフィス供給がなされる中、特に震災後は、企業のＢＣＰ等を強化する観点か

ら、都心部の築浅物件を中心に立地を集約・移転する傾向が続いていました。 

東京五輪の開催も決まる中、郊外物件の需要もようやく出てきましたが、一方、人

件費増加等による施設整備コストの上昇も見られています。 

当社を取巻くこうした状況において、平成25年度の当社事業を振り返ってみると、

ビル賃貸については、パオレは、飲食店の新規入居等は見られたものの、事務室にお

いて第４四半期に大きな退去があり、2,000㎡以上の空室が発生したため入居率が

78.6％（対前年度比5.1％減）となりました。また、ガレリア・ユギは7月に大型書店

の入居があったことで、入居率は96.8％（対前年度比0.9％増）となりました。プラザ

Ａについては、引続き入居率が100.0％となっています。 

なお、施設建築物については、大規模修繕として、ガレリア・ユギの１階から４階

の基本照明のＬＥＤ化等を実施しました。 

② 当社事業の第二の柱である駐車場賃貸では、老朽化した床の改修工事の実施や２月

の大雪がありましたが、駐車場利用システムの見直しを行ったこともあり、利用率は

2.25台/日（前期比0.01台/日増）となりました。 

③ また、当社の重要な課題である平成13年11月の民事再生計画の履行については、金

融機関への弁済が終了しましたが、株式会社イトーヨーカ堂と東京都に対する借入金

が残っており、平成24年２月から株式会社イトーヨーカ堂に対する弁済を行っており

ます。 

 

以上の結果、当期の売上高は1,814百万円（前期比0.3％増）、営業利益は463百万円（前

期比4.8％減）となりました。経常利益は465百万円（前期比4.6％減）となり、当期純利

益は285百万円（前期比5.2％減）となりました。 

 

(2) 設備投資の状況 

当期における設備投資の総額は70百万円であり、主なものはガレリア・ユギの基本照

明のＬＥＤ化であります。 
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(3) 資金調達の状況 

該当事項はありません。 

 

(4) 対処すべき課題 

当社は、ビル賃貸、駐車場賃貸をめぐる厳しい環境の中において、今後も努力し、民

事再生計画の確実な履行をはかるとともに、社業の一層の発展を期する所存です。 

① ビル賃貸においては、引き続き、空室解消を図り入居率の向上に務めてまいります。

また、パオレ、ガレリア・ユギの施設建築物上の最大の課題である空調設備について、

更新を図りビルの価値を高めてまいります。 

② 駐車場賃貸においても、利用率の向上に努めてまいります。 

③ 会社運営にあたっては、コスト削減をめざし業務委託費等の経費の一層の見直しを

図ってまいります。 

④ 会社資金の運用について、平成21年度より定期預金等の利用を図りましたが、引き

続き適切に対応してまいります。 

 

(5) 財産及び損益の状況の推移                   （単位：千円） 

区  分 
(第23期) 

平成22年度 

(第24期) 

平成23年度 

(第25期) 

平成24年度 

(第26期) 

平成25年度 

売 上 高 1,796,253 1,779,940 1,809,359 1,814,225 

経 常 利 益 419,065 400,841 488,002 465,492 

当 期 純 利 益 246,779 232,342 300,653 285,128 

１ 株 当 た り 

当 期 純 利 益 
13,755円81銭 12,951円07銭 16,758円81銭 15,893円42銭 

総 資 産 10,004,009 9,917,101 10,244,915 10,243,180 

 

(6) 主要な事業内容 

店舗、事務所施設等の建設、管理及び賃貸 

 

(7) 主要な事業所 

本店 東京都八王子市南大沢二丁目２番地（パオレビル７階） 

 

(8) 従業員の状況（平成26年３月31日現在） 

① 従業員数   ３名（他に嘱託５名） 

② 平均年齢   58.0歳（嘱託含む） 

③ 平均勤続年数  ２年８ヶ月（嘱託含む） 
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２ 会社の株式に関する事項 

 

(1) 発行済株式の総数   17,940株 

(2) 当期末株主数       22名 

(3) 上位10名の株主（平成26年３月31日現在） 

株  主  名 
当社への出資状況 

持 株 数 持株比率 

東京都 9,180 株 51.2％ 

株式会社みずほ銀行 1,794 株 10.0％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 897 株 5.0％ 

株式会社三井住友銀行 897 株 5.0％ 

株式会社りそな銀行 720 株 4.0％ 

みずほ信託銀行株式会社 681 株 3.8％ 

三井住友信託銀行株式会社 540 株 3.0％ 

有限会社東京エイドセンター 498 株 2.8％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 450 株 2.5％ 

東京電力株式会社 360 株 2.0％ 

東京瓦斯株式会社 360 株 2.0％ 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 360 株 2.0％ 
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３ 会社役員に関する事項 

 

(1) 取締役及び監査役の状況（平成26年３月31日現在） 

氏  名 地位及び担当 重要な兼職の状況 

吉 原 一 彦 
取締役社長 

（代表取締役) 
 

浅 川 英 夫 取 締 役 東京都都市整備局次長 

太 田 誠 一 取 締 役 
東京都都市整備局 

多摩ニュータウン事業担当部長 

広 瀬 敏 弘 常勤監査役  

井 田 敏 明 監 査 役 
東京電力株式会社 

法人営業部部長 

村 関 不 三 夫 監 査 役 

東京瓦斯株式会社 

常務執行役員 

エネルギーソリューション本部 営業統括 

注１ 代表取締役吉原一彦氏は、平成25年６月25日に再任となりました。 

注２ 取締役目黒克昭氏は、平成25年７月14日に辞任しました。 

注３ 取締役中嶋正宏氏は、平成25年８月１日に就任し、平成25年12月31日に辞任しました。 

注４ 取締役浅川英夫氏は、平成26年２月６日に就任しました。 

注５ 監査役矢島達郎氏は、平成25年８月１日に辞任しました。 

注６ 監査役広瀬敏弘氏は、平成25年８月１日に就任しました。 

注７ 監査役関崎正人氏は、平成25年６月30日に辞任しました。 

注８ 監査役井田敏明氏は、平成25年８月１日に就任しました。 

注９ 監査役村木茂氏は、平成25年６月25日に辞任しました。 

注10 監査役村関不三夫氏は、平成25年６月25日に就任しました。 

 

 (2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額 

取 締 役 監 査 役 計 

１名 ２名 20,362千円 

注１ 上記監査役には、期中に辞任した監査役１名を含んでおります。 

注２ 取締役報酬限度額及び監査役報酬限度額は、平成５年６月24日の第５回定時株主総会決議

により、それぞれ月額2,500千円及び月額1,300千円となっております。 
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４ 会計監査人の状況 

 

(1) 会計監査人の名称   有限責任 あずさ監査法人 

(2) 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額  4,300千円 

 

５ 会社の体制及び方針 

 

当社は、企業、特に東京都の監理団体としての社会的信頼に応えるため、平成18年６月７

日付けで「内部統制システムの整備に関する基本方針について」を策定し、その体制整備に

努めてきました。その内容は次のとおりです。 

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社は、東京都の監理団体として、また企業としての社会的信頼に応えるため、法令

及び企業倫理遵守の姿勢を明確にし、全役職員に周知徹底させる。 

また、コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプラ

イアンス・リスク管理委員会」を設置する。 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 

取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等社内規程に従い適切に保

存及び管理を行う。 

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社の経営に重大な影響を及ぼす恐れのある損失の危険を適切に認識し、迅速な対応

をとるため、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置する。 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会は少なくとも３ヶ月に１回開催し、代表取締役から経営状況の報告を受ける

とともに経営事項について審議・議決し、また取締役の業務執行状況の監督等を行う。 

(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

現在、監査役の職務を補佐する使用人はいないが、必要な場合は監査役と協議の上、

合理的な範囲内で設置することとする。 

なお、当該使用人の任命、異動等人事権に係わる事項の決定には、監査役会の事前の

同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保する。 

(6) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する

体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れがあ

るとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告すべき

ものと定めている事項が生じたときは、監査役会に報告する。また、前記に係わらず監

査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。 

また常勤監査役は、取締役会のほか重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握

するため社内の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役及びその使用人に説明を求め

ることとする。 

上記基本方針のなかの「コンプライアンス・リスク管理委員会」に関しては、第10回

委員会を平成26年２月18日に開催しました。 
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貸 借 対 照 表 
（平成26年３月31日現在） 

 

（単位：千円）  
科  目 金  額 科  目 金  額 

【 資 産 の 部 】   【 負 債 の 部 】   

流 動 資 産 2,509,562 流 動 負 債 397,442 

現 金 及 び 預 金 1,749,846 1 年内返済予定再生債務 11,725 

売 掛 金 37,231 1 年内返済予定受入保証金 117,403 

有 価 証 券 700,000 1 年内返済リース債務 205 

前 払 費 用 14,290 未 払 法 人 税 等 85,356 

繰 延 税 金 資 産 6,784 未 払 消 費 税 等 11,451 

未 収 入 金 844 未 払 金 1,048 

そ の 他 564 未 払 費 用 60,296 

  預 り 金 625 

固 定 資 産 7,733,618 前 受 金 109,330 

有形固定資産 7,590,030   

建 物 3,829,411 固 定 負 債 6,299,554 

構 築 物 39,817 長 期 未 払 金 1,939,176 

機 械 及 び 装 置 11,038 再 生 債 務 3,389,960 

器 具 及 び 備 品 4,384 受 入 保 証 金 874,423 

土 地 3,705,000 受 入 敷 金 95,327 

建 設 仮 勘 定 378 リ ー ス 債 務 667 

    

無形固定資産 843 負 債 合 計 6,696,997 

電 話 加 入 権 843 【純資産の部】  

  株 主 資 本 3,546,182 

投資その他の資産 142,744 資 本 金 897,000 

差 入 保 証 金 142,704 利 益 剰 余 金 2,649,182 

そ の 他 40 その他利益剰余金 2,649,182 

  修 繕 積 立 金 587,000 

  繰越利益剰余金 2,062,182 

    

  純 資 産 合 計 3,546,182 

資 産 合 計 10,243,180 負債・純資産合計 10,243,180 
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損 益 計 算 書 
 

 
（単位：千円）  

科     目 金       額 

売 上 高   

不 動 産 賃 貸 収 入  1,532,841  

そ の 他 営 業 収 入  281,384 1,814,225 

売 上 原 価   1,232,857 

売 上 総 利 益  581,368 

販売費及び一般管理費  117,453 

営 業 利 益   463,914 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 444  

雑 収 入 3,029 3,473 

営 業 外 費 用   

雑 損 失 1,895 1,895 

経 常 利 益   465,492 

特 別 損 失    

固 定 資 産 売 却 損  555  

固 定 資 産 除 却 損  3,987 4,543 

税引前当期純利益  460,949 

法人税、住民税及び事業税  172,034 

法人税等調整額  3,786 

当 期 純 利 益  285,128 

 

自  平成25年４月１日 

至  平成26年３月31日 



8 
 

株主資本等変動計算書 
 

 
（単位：千円）  

 株  主  資  本 

純 資 産 

合  計 資 本 金 

利 益 剰 余 金 

株 主 資 本 

合   計 

その他利益剰余金 
利益剰余金

合   計 修繕積立金 
繰越利益 

剰 余 金 

当期首残高 897,000 487,000 1,877,054 2,364,054 3,261,054 3,261,054 

当期変動額       

 修繕積立金の積立 ―  100,000 △100,000 ―  ―  ―  

 当期純利益 ―  ―  285,128 285,128 285,128 285,128 

当期変動額合計 ―  100,000 185,128 285,128 285,128 285,128 

当期末残高 897,000 587,000 2,062,182 2,649,182 3,546,182 3,546,182 

 

自  平成25年４月１日 

至  平成26年３月31日 
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個 別 注 記 表 
 

重要な会計方針 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

市場価格のないもの  移動平均法による原価法によっております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

法人税法に基づく定額法によっております。 

主な有形固定資産の耐用年数は、以下のとおりであります。 

建 物    ３～39年 

構築物    ６～35年 

また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却する

方法を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

(3) リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価格を０円とする定額法によっております。 

３ 貸倒引当金の計上基準 

貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権については、個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上することとしております。 

４ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

貸借対照表に関する注記 

 

１ 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 担保に供している資産及び担保に係る債務 

（単位：千円）   

担保に供している資産 担保に係る債務 

種 類 期末帳簿価額 担保権の種類 内    容 期末残高 

建 物 438,315 抵当権 1 年内返済予定受入保証金 62,500 

土 地 2,928,000 抵当権 長 期 未 払 金 1,939,176 

   受 入 保 証 金 375,000 

合 計 3,366,315  合    計 2,376,676 
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３ 有形固定資産の減価償却累計額    10,637,417 千円 

 

４ 再生債務 

再生債務は、民事再生法第84条に定める、再生債権者に対し再生手続開始前の原因に

基づいて生じた財産上の支払義務です。当社は平成13年11月17日に再生計画認可決定の

確定を受けているため、当該再生計画に基づく返済額を負債として計上しております。 

 

損益計算書に関する注記 

 

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

株主資本等変動計算書に関する注記 

 

１ 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 当事業年度末日における発行済株式の総数    17,940株 

 

税効果会計に関する注記 

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因は、未払事業税であります。 

２ 平成26年３月31日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な

財源の確保に関する特別措置法」（平成26年法律第10号）が公布され、平成26年４月１

日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに

伴い、当事業年度末の一時差異のうち、平成26年４月１日から平成27年３月31日までに

解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用

する法定実効税率を38.01％から35.64％に変更しております。 

この税率の変更による影響は軽微であります。 

 

リースにより使用する固定資産に関する注記 

 

所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用している警備機器の一部については、

貸借対照表に固定資産として計上しておりません。 

 

金融商品に関する注記 

 

１ 金融商品の状況に関する事項 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。また、借入につい

ては東京都等から資金を調達しております。 

再生債務は、民事再生法第84条に定める、再生債権者に対し再生手続開始前の原因に

基づいて生じた財産上の支払義務です。当社は平成13年11月17日に再生計画認可決定の

確定を受けているため、当該再生計画に基づく返済額を負債として計上しております。 

２ 金融商品の時価等に関する事項 
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平成26年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額については、次のとおりです。 

 

(単位：千円)    

 貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額 

(1)現金及び預金 

(2)有価証券 

その他有価証券 

(3)長期未払金 

(4)再生債務 

借入金 

(5)受入保証金 

1,749,846 

 

700,000 

 (1,939,176) 

 

(738,276) 

 (991,827) 

1,749,846 

 

700,000 

 (1,823,231) 

 

(728,420) 

(984,268) 

－ 

 

－ 

(115,945) 

 

(9,855) 

(7,558) 

(*)負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。 

 

 (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

(1) 現金及び預金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっています。 

(2) 有価証券 

これは譲渡性預金であり、その他有価証券として保有しております。これは短期間で

決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

 

(3) 長期未払金、(4)再生債務並びに(5)受入保証金 

時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標をもとに

算定した利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

(注２) 再生債務のうち敷金・保証金部分（貸借対照表計上額 2,663,408千円）は、市場価

格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を算定すること

が極めて困難と認められるため、「(4) 再生債務」には含めておりません。 

  

賃貸等不動産に関する注記 

 

１ 賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社では、東京都において、賃貸用のオフィスビル及び商業施設（土地を含む。）を

有しております。 

２ 賃貸等不動産の時価に関する事項 

 (単位：千円)   

貸借対照表計上額 時 価 

7,574,229 9,640,000 
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（注１） 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

（注２） 当期末の時価は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額に基づいた金額でありま

す。 

（注３） 上記の時価に含まれる構築物の計上額については、帳簿価額を計上しております。 

（注４） 賃貸用オフィスビルの一部については、当社が使用しておりますが、一括して時

価を算定しております。 

 

関連当事者に関する注記 

 

１ 名称  東京都 

２ 属性  主要株主 

３ 議決権の所有割合  51.2％ 

４ 関係内容 

(1) 役員の兼任  ２名 

(2) 事業上の関係 

（単位：千円） 

取引の内容 取引の種類 取引金額 当期末残高 

不動産賃貸借等 

不動産賃貸収入 （注１） 20,756 － 

売上原価 （注２） 152,004 － 

売掛金 （注１） － 105 

差入保証金 （注２） － 142,614 

受入敷金 （注１）  480 

民 事 再 生 
長期未払金 （注３） － 1,939,176 

再生債務 （注４） － 751,159 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）  通常の市場取引による取扱と同様に決定しています。 

（注２） 東京都からの土地の借入に係るもので、東京都が定める一定の方式により

算定されます。 

（注３） 長期未払金 1,939,176千円 の返済条件は次のとおりです。 

平成33年２月まで据え置き、７年（年１回）返済、無利子 

（注４） 再生債務 751,159千円 の返済条件は次のとおりです。 

（ア）借入金     738,276 千円 

平成30年2月まで据え置き、４年（年１回）返済、無利子 

（イ）テナント敷金 12,882 千円 

・再生計画認可決定確定後10年超、15年以内に契約を解除する場合 

賃料の６ヶ月分相当額を物件明け渡し後２ヶ月以内、それを超える

額を５年（年１回）返済 

・再生計画認可決定確定後15年を超えて契約を継続する場合 

物件明け渡し後２ヶ月以内に返済 
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１株当たり情報に関する注記 

 

１ １株当たり純資産額    197,669円06銭 

２ １株当たり当期純利益    15,893円42銭 

 

重要な後発事象に関する注記 

 

計算書類に計上又は注記すべき重要な後発事象はありません。 
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原 田 清 朗 ㊞ 
大立目 克 哉 ㊞ 

謄 本 
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